
　１　事業の概要

２　債務負担行為設定理由

３　限度額の積算内訳

 

※31年度の増税分は、６か月分。32年度は６か月分。
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債　務　負　担　行　為　見　積　書
31

-

　　マイナンバー制度の導入による情報連携ネットワークシステムの稼動を見据え、個人情報の流出を徹底して防ぐため、庁内ネ
  ットワークを分割するなどの対策を講じ、機密性はもとより、可用性や完全性の確保にも十分配慮された攻撃に強い内部ネット
  ワーク等の構築を図る。
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【調整の内容】
　 要求どおり計上。
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　事業概要等

8,4308,430

（単位：千円）
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4,362 8,430


